
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】平成２８年５月３０日（２０１６．５．３０）
（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１５５０２１５号（Ｄ１５５０２１５）
（２４）【登録日】平成２８年４月２２日（２０１６．４．２２）
（５４）【意匠に係る物品】合成樹脂地
【部分意匠】
【関連意匠の意匠登録番号】意匠登録第１５５０６９５号（Ｄ１５５０６９５）
（５２）【意匠分類】Ｍ１－３０
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１０）Ｃｌ．５－０５，０６
【Ｄターム】Ｍ１－３０ＡＣ
（２１）【出願番号】意願２０１５－８３９５（Ｄ２０１５－８３９５）
（２２）【出願日】平成２７年４月１４日（２０１５．４．１４）
（７２）【創作者】
【氏名】小野　智司
【住所又は居所】鹿児島県鹿児島市郡元一丁目２１番２４号　国立大学法人　鹿児島大学内
（７２）【創作者】
【氏名】木場　仁美
【住所又は居所】鹿児島県鹿児島市郡元一丁目２１番２４号　国立大学法人　鹿児島大学内
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５０４２５８５２７
【氏名又は名称】国立大学法人　鹿児島大学
【住所又は居所】鹿児島県鹿児島市郡元一丁目２１番２４号
【審査官】樫本　光司　　
（５５）【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。この意匠
は表面図において上下左右に連続する。図面中に表した部分の大きさは、縦６ｃｍ、横９ｃｍである。
【図面】
【表面図】

【裏面図】

（５６）【参考文献】国際事務局意匠公報、１１巻、（１９９７－１－３１）、６３６０頁、ＤＭ／０３８２２
６、（特許庁意匠課公知資料番号ＨＨ１００１１１３７）　国際事務局意匠公報、１１巻、（１９９７－１－３



１）、６３６０頁、ＤＭ／０３８２２６、（特許庁意匠課公知資料番号ＨＨ１００１１１４１）　国際事務局意
匠公報、Ｎｏ０６／２００７、（２００７－７－３１）、ＤＭ／０６８ ４９３、（特許庁意匠課公知資料番号
ＨＨ１９５０２３８３）

(2)                       意匠登録１５５０２１５


